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。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
第
三
号
被
保
険
者
の
不
整
合
記
録
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
上
、
第
三
号
被
保
険
者
は
、
そ
の
配
偶
者
が
第
二
号
被
保
険
者
の

資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
該
当
す
る
に
至
っ

た
日
か
ら
第
一
号
被
保
険
者
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
被
保
険
者
は
、
同
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
第
三
号
被
保
険
者
か
ら
第
一
号
被
保
険
者
へ
の
種
別
変
更
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
当
該
届
出
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
、
職
権
で
種
別
変
更
を
行
う
義
務
が
行
政
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま

た
、
同
法
上
、
当
該
届
出
に
つ
い
て
の
周
知
義
務
が
行
政
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
届
出
が
行

か

し

わ
れ
な
い
場
合
の
実
際
の
被
保
険
者
種
別
と
年
金
記
録
と
の
不
整
合
に
つ
い
て
法
律
に
違
反
す
る
よ
う
な
行
政
の
瑕
疵
や
不

作
為
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
被
保
険
者
種
別
と
年
金
記
録
と
の
不
整
合
が
生
じ
て
い
る
者
に
対
す
る
種
別
変
更
の
届
出
の
勧

奨
や
当
該
勧
奨
に
応
じ
な
い
場
合
の
職
権
に
よ
る
種
別
変
更
に
係
る
旧
社
会
保
険
庁
の
取
組
が
不
十
分
で
あ
り
、
実
際
に
は

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
も
含
め
、
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
年
金
記
録
を
、
事
実
上
、
真
正
な
記
録
と
認
め
て

一



行
っ
て
き
た
同
庁
の
対
応
を
踏
ま
え
る
と
、
第
三
号
被
保
険
者
期
間
と
し
て
記
録
管
理
さ
れ
て
い
た
期
間
が
実
際
に
は
第
一

号
被
保
険
者
期
間
で
あ
っ
た
事
実
が
事
後
的
に
判
明
し
た
場
合
に
、
同
法
に
基
づ
き
、
当
該
事
実
に
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
年

金
記
録
を
過
去
に
全
て
遡
っ
て
職
権
で
訂
正
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
年
金
受
給
権
者
及
び
被
保
険
者
に
不
測
の
不
利
益
を
生

じ
さ
せ
、
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
も
損
ね
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
措
置
（
以
下
「
本
件
措
置
」

と
い
う
。
）
は
、
あ
え
て
、
現
状
の
年
金
記
録
を
変
更
せ
ず
に
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
大
き
な
負
担
を
強
い
る
こ

と
な
く
、
現
行
の
年
金
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
法
的
に
許
さ
れ
な
い
も
の
と
は
考
え
て
い

な
い
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
措
置
は
、
現
行
の
年
金
制
度
の
運
用
に
係
る
も

の
で
あ
り
、
法
律
改
正
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

四
に
つ
い
て

本
件
措
置
は
、
御
指
摘
の
場
合
の
「
例
妻
」
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
一
方
で
、
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
「
例
夫
」
に

つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、第
二
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、保
険
料
を
負
担
し
て
い
な
い
第
三
号
被
保
険
者
と
異
な
り
、

二



毎
月
保
険
料
を
負
担
し
て
お
り
、
失
業
、
転
職
等
に
際
し
て
、
自
ら
の
被
保
険
者
種
別
の
変
更
を
容
易
に
認
識
で
き
る
状
況

に
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
こ
と
が
不
公
平
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
本
件
措
置
が
実
施
さ
れ
る
前
に
第
一
号
被
保
険
者
に
訂
正
さ
れ
た
年
金
記
録
を
改
め
て

第
三
号
被
保
険
者
に
戻
す
こ
と
は
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
現
状
の
年
金
記
録
を
変
更
せ
ず
に
尊
重
す
る
と
い
う
考

え
方
を
超
え
、
新
た
に
国
民
年
金
法
に
適
合
し
な
い
年
金
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
解
決
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
今
後
、
低
年
金
者
や
無
年
金
者
の
問
題
等
年
金
制
度
に
関
わ
る
諸
課
題
を
検
討
す
る
中
で
、
御

指
摘
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
被
保
険
者
種
別
と
年
金
記
録
と
の
不
整
合
が
生
じ
な
い
よ
う
、
国
民
年
金
法
第
十
二
条
に

基
づ
き
、
被
保
険
者
の
種
別
変
更
の
届
出
を
確
実
に
行
う
こ
と
に
つ
い
て
周
知
徹
底
し
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
日
本
年
金

機
構
に
お
い
て
は
、
実
際
の
被
保
険
者
種
別
と
年
金
記
録
と
の
不
整
合
が
生
じ
て
い
る
者
の
把
握
に
努
め
、
当
該
者
に
対
し

種
別
変
更
の
届
出
を
行
う
よ
う
個
別
に
勧
奨
す
る
と
と
も
に
、
当
該
勧
奨
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
職
権
に
よ
る
種
別
変
更

三



を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
従
来
よ
り
、
「
年
金
記
録
回
復
基
準
」
を
設
け
、
こ
れ
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
年
金
記
録

の
回
復
を
図
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
件
措
置
の
実
施
が
御
指
摘
の
よ
う
な
方
針
転
換
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
類
似
の
事
案
あ
る
い
は
他
に
同
じ
よ
う
な
例
」
の
具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四


